
千里ニュータウンのまちづくり指針　チェックリスト提出フロー

※

※

※

千里ニュータウンのまちづくり指針チェックリストの提出については、下記のフローを基本として進め
て下さい。

戸建て住宅については、チェックリストの提出は不要ですが、「千里ニュータウンのまちづくり指針」
を参考に計画してください。
特に、敷地面積を200㎡以上確保するように配慮してください。

以下のフロー終了後、計画に変更があった場合、変更した計画について、再度チェックリストの提出を
行ってください。

チェックリストを計画調整室へ提出

チェックリストの送付

事業者により
チェックリストに記入
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地域の皆さんへの説明・話し合い

計画調整室に提出されたチェックリストの写しは、該当地
区の連合自治会長へ計画調整室より送付させていただきます。

チェックリストは、大規模開発事業構想届出書等を提出
するまでに、正1部と写し1部を計画調整室に提出して下さ
い。
計画調整室において指針に示された数値指標に適合して

いるか点検します。
適合していない場合は、修正等お願いします。

連合自治会等をはじめ地域の皆さんへの説明や話し合いは、
大規模開発構想届出書等の提出までに行ってください。
提出されたチェックリストに基づいて、工夫した点など

を説明し、まちづくりの話し合いを十分に行ってください。
説明・話し合いの対象範囲や方法については、連合自治会
長等と相談してください。

説明報告書の提出

※ 公的賃貸住宅等の大規模開発は、「千里ニュータウンのまちづくり指針」や各住区の特性を示した
「住区再生プラン（案）」などの指標等に沿って、事前に連合自治会等をはじめ地域の皆さんと説
明・話し合い（ラウンドテーブル等）を行い、チェックリストを作成してください。

【お問い合わせ】 吹田市都市計画部計画調整室
吹田市泉町1丁目3番40号
電話：０６－４８６０－６２１７（直通） ＦＡＸ：０６－６３６８－９９０１


